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設
整
備
支
援
機
構
か
ら
国
庫
に
納
付
さ

れ
る
納
付
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る

も
の
と
す
る
。

（
削
除
）

（
平
成
二
十
三
年
度
の
基
礎
年
金
拠
出

（
新
設
）

金
に
対
す
る
国
の
補
助
に
関
す
る
経
過

措
置
の
特
例
）

第
二
条
の
三

国
は
、
平
成
二
十
三
年
度

に
お
け
る
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済

事
業
団
が
国
民
年
金
法
第
九
十
四
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
基

礎
年
金
拠
出
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め

、
同
年
度
に
つ
い
て
、
附
則
第
二
条
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
新
共
済
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
金
額
の
ほ
か
、
前
条
前
段
の

規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
て
得
た
差
額

に
相
当
す
る
金
額
を
補
助
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
国
は
、
予
算
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
金
額
及
び
同

年
度
に
お
い
て
当
該
金
額
が
日
本
私
立

学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
に
補
助
さ
れ

た
と
し
た
場
合
に
生
じ
る
も
の
と
見
込

ま
れ
る
運
用
収
入
に
相
当
す
る
金
額
の

合
算
額
に
達
す
る
ま
で
の
金
額
を
、
税

制
の
抜
本
的
な
改
革
（
所
得
税
法
等
の


